城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金交付要綱

（目的）
第１条　この要綱は、市内障がい福祉サービス施設・事業所等（以下「市内事業所等」という。）が実施する新型コロナウイルス感染症対策のための事業に対し、その事業に要する経費について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和５８年規則第１８号)（以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金を交付し、もって事業所等における集団感染の発生・拡大を防止し、障がい福祉サービス等の安定的な提供に資することを目的とする。

（助成対象事業）
第２条　助成金の交付対象となる事業は、市内事業所等が実施する新型コロナウイルス感染症対策のための事業とする。

（助成金の対象施設・事業所）
第３条　助成金の対象となる施設・事業所等は、別表１に掲げる市内事業所等とする。

（助成金の対象経費）
第４条　助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表１に掲げる新型コロナウイルス感染拡大防止のための経費であり、通常の介護サービスの提供時では想定されないものとする。

 （助成金の額）
第５条　助成金の額は、別表２に掲げる額とする。

（助成金の交付申請）
第６条　助成金の交付を受けようとするもの（以下、「申請者」という。）は、別に定める城陽市障がい者施設等感染拡大防止対策事業助成金交付申請書 (以下「交付申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

（決定の通知）
第７条　市長は、前条の交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めるときは、申請者に対し交付決定の通知を行うものとする。

（事業の変更又は中止の申請）
第８条　助成金の交付決定を受けたもの（以下「助成事業者」という。）が、事業の変更又は中止をしようとするときは、別に定める城陽市障がい者施設等感染拡大防止対策事業助成金変更（中止）申請書により、市長に申請しなければならない。

（実績報告）
第９条　助成事業者は、助成事業等が完了したときは、別に定める城陽市障がい者施設等感染拡大防止対策事業助成金実績報告書を、市長に提出しなければならない。

（助成金額等の額の確定）
第１０条　市長は、前条の報告を受けたときは、必要な審査を行い、助成金の額を確定し助成事業者に通知するものとする。

（助成金の請求）
第１１条　助成金の請求は、前条に規定する確定通知を受けた後に別に定める城陽市高齢者施設等感染拡大防止対策事業助成金請求書により行うものとする。

（助成金の取消し及び返還）
第１２条　市長は、助成事業者が規則第１４条第１項に該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

（他の補助金等との重複の禁止）
第１３条　助成金の交付を受けたものは、この助成事業により助成金の交付を受けた対象経費について、他の補助事業等から重複して補助金等の交付を受けてはならない。

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）
第１４条　助成事業者は、助成事業完了後に申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別に定める報告書を市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

（財産の管理及び処分）
第１５条　助成事業者は、助成事業が完了した後も助成事業により取得し、又は効用が増加した財産（以下「取得財産」という。）について、取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、助成金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
２　規則第１７条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数又は交付決定の日から１０年のいずれか短い期間とし、同条第２号に規定する市長が別に定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が３０万円以上のものとする。

（書類の整備）
第１６条　助成事業者は、助成金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。

（委任）
第１７条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
[bookmark: _GoBack]この要綱は、令和３年４月２６日から施行する。






別表１（第３条、第４条関係）
	対象施設・事業所等
	通所系サービス事業所（生活介護、療養介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス）、短期入所サービス事業所、障がい者施設等（障がい者支援施設、共同生活援助、福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設）、訪問系サービス事業所（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援）、相談系サービス事業所（計画相談支援、障がい児相談支援、地域移行支援、地域定着支援）、地域生活支援系サービス事業所（日中一時支援、移動支援）

	対象経費
	新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で、障がい福祉サービス等を提供するために必要となるかかり増し経費であり、通常のサービス提供時では想定されないと判断できるもの。
例）
①衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
②利用者、職員等のＰＣＲ検査受検に係る費用
③外部専門家等による研修実施
④研修受講等に要する旅費・宿泊費、受講費用等
⑤感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置
⑥感染防止を徹底するための面会室の改修費
⑦消毒費用・清掃費用
⑧感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
⑨感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
⑩自動車の購入又はリース費用
⑪タブレット等のICT機器の購入又はリース費用（通信費用を除く）
⑫普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
⑬普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
⑭居宅介護職員による同行指導への謝金（通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合）
⑮医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
⑯利用者に対する工賃にかかる前年度比減少相当費用　　

	対象期間
	令和３年１月１日から令和４年２月２８日まで（⑯については、令和２年４月１日から令和４年２月２８日まで）




別表２（第５条関係）

	対象施設・事業所
	基準単価
（千円）
	単価あたりの単位

	生活介護
	２５２
	事業所

	療養介護
	７９１
	事業所

	自立訓練（機能訓練）
	１１５
	事業所

	自立訓練（生活訓練）
	９１
	事業所

	就労移行支援
	８８
	事業所

	就労継続支援Ａ型
	１１１
	事業所

	就労継続支援Ｂ型
	１１７
	事業所

	就労定着支援
	１７
	事業所

	児童発達支援
	１２６
	事業所

	医療型児童発達支援
	８０
	事業所

	放課後等デイサービス
	１２０
	事業所

	短期入所
	６８
	事業所

	施設入所支援
	４０５
	施設

	共同生活介護
	１３４
	事業所

	共同生活援助
	８９
	事業所

	福祉型障害児入所施設
	３９４
	施設

	医療型障害児入所施設
	２１１
	施設

	居宅介護
	３８
	事業所

	重度訪問介護
	６２
	事業所

	行動援護
	３８
	事業所

	同行援護
	２１
	事業所

	自立生活援助
	９
	事業所

	保育所等訪問支援
	１２
	事業所

	居宅訪問型児童発達支援
	１５
	事業所

	計画相談支援
	２０
	事業所

	障害児相談支援
	１４
	事業所

	地域移行支援
	１４
	事業所

	地域定着支援
	１５
	事業所

	日中一時支援
	６８
	事業所

	移動支援
	３８
	事業所


※事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。なお、１，０００円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
※多機能型事業所として複数サービスの指定を受けている事業所は、該当するいずれか１つのサービスに係る基準単価を用いる事
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